
太平洋クロマグロの管理強化の取組状況と
今後の対応について 

平成２６年８月 

資料１ 



１．太平洋クロマグロの分布・生態・ 

 成長・漁獲について 
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 産卵場は、日本水域が中心（南西諸島から台湾東方沖、日本海南西部） 

 未成魚の一部は、太平洋を横断して東部太平洋まで回遊（メキシコによって漁獲される） 
 

回遊 

産卵場 

産卵期： 日本南方～台湾東沖  ４～７月 

       日本海 ７～８月 

１－１．太平洋クロマグロの分布・生態について 
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• 0歳： 30cm  0.4kg 

• 1歳： 66cm  5.7kg 

• 2歳： 97cm  19kg 

• 3歳：124cm  39kg（全体の20%が成熟） 

• 4歳：145cm  63kg（全体の50%が成熟） 

• 5歳：163cm  90kg（全体の100%が成熟） 

 （10月時点※） 
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※ 南西諸島での産卵時期は5～7月 

 ３歳で一部が成熟開始、５歳で全てが成熟 

 体長１m程度では未成魚 

１－２．太平洋クロマグロの成長について 
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１－３．太平洋クロマグロの国別・漁法別漁獲状況 

資料：ISC資料 

漁獲量（トン） 
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０才魚
（67.1%) 

5.0%  

1.2%  1.2%  

太平洋クロマグロ年齢別漁獲尾数割合(2001-2010年の平均） 

年 

１－４．太平洋クロマグロの年齢別漁獲状況 

資料：ISC資料 
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) 4才魚以上 

3才魚 

2才魚 

1才魚 

0才魚 

漁獲尾数の大半は未成魚 

成魚（4才以上）
の漁獲はわずか 

1才魚
(25.5%) 

2才魚：主としてメキシコのま
き網（蓄養向け） 

3才魚：主としてメキシコのま

き網（蓄養向け）、日本海ま
き網（主に食用向け） 

4才魚以上：主としてはえ縄、

津軽海峡の漁業（手釣りなど）
（食用向け） 

０才魚：主として曳き縄、西日本の
まき網（食用、養殖向け） 

1才魚：主として西日本のまき網、
曳き縄、韓国のまき網（食用） 
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２．大西洋におけるクロマグロの 
 管理について（ＩＣＣＡＴ） 
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 資料：財務省貿易統計（国名及び魚種から養殖生産と推定） 
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東大西洋クロマグロ漁獲量の推移 （千トン） 
 

２－１．漁獲量規制と実漁獲量の推移 

  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 

東大西洋 
（地中海を含む） 

（うち、日本） 

28,500 
(2,430) 

22,000 
（1,871） 

13,500 
（1,148） 

12,900 
（1,097） 

12,900 
(1,097) 

13,400 
（1,139） 

13,400 
（1,139） 

西大西洋 
（うち、日本） 

2,100 
(380) 

1,900 
（330） 

1,800 
（311） 

1,750 
（302） 

1,750 
(302) 

1,750 
（302） 

1,750 
（302） 

◎漁獲規制 
 ○総漁獲可能量（ＴＡＣ）の推移（単位：トン） 

 ○かつては実漁獲量６万トン。これをTAC12,900トンと実質８割もの削減を実施！！ 
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【 ２－２．その他の規制】 
 
（東大西洋） 
 ・30キロ未満の採捕・保持・水揚げ禁止 

  （但し、次の漁業は8㎏以上の漁獲可能：①東部大西洋での曳き縄等、②アドリア海での蓄養 

  種苗採捕、③地中海での沿岸小規模漁 業） 

 ・漁業種類・海域毎に6～11ヶ月の禁漁期設定（地中海は産卵期の操業可） 
 ・漁獲証明制度の実施 
 ・全ての養殖生け簀におけるステレオビデオカメラの設置 
 ・漁業国及び蓄養国は活け込み時に尾数及び重量をＩＣＣＡＴに報告（困 難な場合は 
 クロマグロの放流義務づけ）等 

 
（西大西洋） 
 ・科学委員会が西大西洋資源の崩壊の危機を認めた場合、漁業停止の義務化。 
 ・115ｃｍ又は30キロ未満の漁獲量制限（国別に漁獲量の10%未満等） 
 ・産卵場（メキシコ湾）における産卵親魚の操業禁止 
 ・漁獲証明制度の実施 
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◎資源状況 
 ○水   準： （東大西洋）中位  （西大西洋）低位 
 ○動   向： （東大西洋）増加  （西大西洋）増加 
 
 ○回復目標： （東大西洋）2,022年までに60%以上の確率でMSYまで回復 
           （西大西洋）2018年までに50%以上の確率でMSYまで回復 

◎今後の見込み 
 ○近年厳しい管理措置をとってきた結果、資源の増加が確認。 
 ○今年行われる資源評価の結果を受けて、１１月に開催される年次会合では 
  TACが大幅に増大される見込み。 

大西洋クロマグロの親魚
資源量 

（東大西洋） 

青は公式に報告された漁獲量を用いた場
合、赤は1998～2007年の実際の漁獲が公
式に報告された漁獲よりも多かった場合
（ICCAT 2012） 
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● しっかり管理すればクロマグロ資源は必ず回復する。 
 
● そのためには、 
 
 ○ 全ての漁業で資源回復のための犠牲を払う。 
 
 ○ 一つの漁業で捕り残した分を他の漁業が捕らない。 
 
◎ この経験を、太平洋クロマグロ資源の管理に如何に反映
させることが出来るかが課題。  

２－３．総括 
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２－４．養殖クロマグロの市況について 

市場（競り）の状況 
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  セリで売れた本数 セリ残り本数 合計 / 取引本数 

2014年1月 120 826 946 

2014年2月 92 670 762 

2014年3月 110 1,020 1,130 

2014年4月 55 963 1,018 

2014年5月 75 948 1,023 

2014年6月 24 777 801 

2014年7月 21 673 694 

2014年8月 37 433 470 

総計 534 6,310 6,844 

売れ残り率 92% 
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資料：水産庁調べ 



３．太平洋クロマグロの管理について 
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○ 平成24年（2012年）の親魚資源量は約2.6万トンで、歴史的最低水準（約1.9 
 万トン）付近。 
○ 今回の資源管理の取組により現在の親魚資源量約2.6万トンを10年以内に 
 歴史歴中間値の約4.3万トンまで回復させることを目標。 
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３－１．太平洋クロマグロの資源状況と回復目標について 

2012年：26,324トン 
回復目標 

・親魚資源量の推移 
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３－２．親魚資源量の将来予測  

トン 

歴史的中間値（約4.3万t) 

○ 未成魚の50％削減以外は、回復目標である10年以内に歴史的中間値の 
 約4.3万トンまで回復しない。 

・上記のグラフは、シナリオごとの6千回のシミュレーション結果の中央値であり、計算結果の半数はこれよりも低い。 

・加入レベルは、当初10年間は80年代の低レベル、その後は過去平均レベルを想定。  

・2014年から10年以内（2024年まで）に歴史的中間値を達成する確率は、未成魚25%削減の場合16%、未成魚50%削減

の場合85%。 

トン 

年 

歴史的最低値（約1.9万t） 

回復目標 
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○ 平成24年（2012年）の加入は、約712万尾で、過去（61年間）8番目の低水準。 
○ 直近５年間の平均値も、過去平均以下。 

３－３．未成魚の加入（発生）状況 

千尾 

歴史的平均値 
（約1500万尾) 

低加入期にシフトした
可能性 

年 

・未成魚の加入状況 
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ポイント 

1. 低加入が継続する場合、現行のWCPFC・IATTCの規制措
置では、親魚資源の回復は期待できない。 

 
2. 低加入が継続する場合、未成魚を50％削減した場合の
み親魚資源が回復。 
 

3. 上記2の場合、親魚資源は、10年以内に85%の確率で
歴史的中間値（約4.3万トン）まで回復する見込み。 

 
 

３－４．親魚資源量の将来予測のポイント  
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３－５．北太平洋まぐろ類国際科学委員会（ＩＳＣ）の管理勧告（抜粋） 

○ 親魚資源量は、歴史的最低値付近にあり、殆ど全ての生物学的 

 基準値を超えた高い率で漁獲されている。 

○ 最近の低加入が継続すれば、現在のWCPFC及びIATTCの保存 
 管理措置では親魚資源の増加は期待できず、歴史的最低水準を割り 
 込むリスクが増加する。 

○ 上記を踏まえ、親魚資源量が歴史的最低水準を割り込むリスクを 

 低減するため、全ての年齢の未成魚の漁獲死亡率及び漁獲の更な 

 る削減を検討すべき。 

○ 未成魚削減は、未成熟の全個体について検討すべき。   

○ 親魚資源量が低水準にあること、加入の不確実性並びに資源量 

 への影響の重要性を考慮し、加入動向を迅速に把握するための、 

 加入モニタリングを強化すべき。  
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2014年 2015年 2016年 

WCPFC 
（太平洋クロマグロ） 

・２月末 ISCによる資源評価更新 
 
・７月 ISC 
・９月 北小委員会  
  保存管理措置見直し案議論 
・１２月 年次会合  
  保存管理措置を採択 

・ISC 
・北小委員会  
・年次会合 

・ISCによる資源評価更新 
・北小委員会  
・年次会合 
 

IATTC 
（東部太平洋） 

・５月 科学委員会 
・７月 年次会合 
  新たな漁獲枠設定 

・10月 特別会合 

・科学委員会 
・年次会合 

・科学委員会 
・年次会合 
 

ICCAT 
（大西洋クロマグロ） 

・新たな漁獲枠設定 
 

CITES 
（絶滅危惧種） 

 

・9月頃 
 提案締切 

第１７回締約国会合 
（南アフリカ） 

参
考

 

３－６．今後の国際交渉スケジュール 
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○ 未成魚を漁獲している全ての国が取り組むよう、WCPFC・IATTCに半減を 
 提案。 
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３－７．ＷＣＰＦＣへの保存管理措置見直し提案（抜粋） 

○ 産卵親魚量を2015年から2024年までの間に60パーセントの確立で歴史的中 
 間値（約4.3万トン）まで回復させることを目標とする回復計画を実施。 

○ 全ての30キロ未満の太平洋クロマグロの漁獲量は、2002－2004年の平均 
 漁獲実績の50パーセントまで削減。当該漁獲上限を超過した場合には、 翌 
 年の漁獲上限から削減。 

○ 30キロ以上の太平洋クロマグロの漁獲量は、2002－2004年の平均漁獲実 
 績より増やさないための措置を講じることを推奨。 

○ 特に未成魚の太平洋クロマグロを漁獲する各国は、未成魚の加入状況を監 
 視し、迅速な結果を得るための措置を講じる必要。 

○ この計画の進捗は、2016年から3年ごとにISCが実施する資源評価結果に 
 基づきレビュー。この保存管理措置は、当該レビューに基づき必要に応じて改 
 正。 

○ 各国は自国法令に従い、この保存管理措置の効果や管理措置を損なう太平 
 洋クロマグロ及びその製品の商業的な流通を防止するために必要な措置を講 
 じる必要。 



４．日本としての管理の方向性について 
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４－１．日本としての資源管理の取組手法について 

○ 漁業種類別の漁獲上限は最近の漁獲実績を踏まえると、 
  ① 大中型まき網漁業で2,000トン、 
  ② その他の沿岸漁業等（曳き縄、定置網等）で2,007トン。 

○ 30キロ未満の未成魚の漁獲量を2002-2004年平均漁獲実績8,015トン 
 から半減の4,007トンを漁獲上限とする。 

○ 大中型まき網漁業については、2,000トンを操業海区単位で管理。 
  ※並行して日本海の産卵期の漁獲管理について検討。 

○ その他の沿岸漁業等については漁獲量の報告体制を整備し、2,007 
 トンを全国６ブロックに分け、ブロックごとに上限を設けて漁獲量 
 をモニタリングするとともに、ブロックごとの漁獲状況を各県にフィー 
  ドバック。 
   ①日本海北部 410トン    ②太平洋北部 285トン   
   ③日本海西部 105トン    ④太平洋南部 245トン 
   ⑤瀬戸内海   50トン     ⑥九州西部  785トン 
   ※このほか、近海竿釣り漁業等106トン、水産庁留保分21トン            
   ※６ブロックは広域漁業調整委員会の区分を基本（但し、石川県は日本海北部） 
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太平洋北部 日本海西部 

日本海北部 

太平洋南部 

九州西部 

瀬戸内海 

【１０５トン】 

【全体合計：2,007トン】（その他の沿岸漁業等） 

【４１０トン】 

【２８５トン】 

【５０トン】 

【２４５トン】 【７８５トン】 

＊１水産庁留保分 21トン 
＊２近海竿釣り漁業等 106トン 

北海道、青森、岩手、宮城、 
福島、茨城 

千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、和歌山、 
徳島、高知、愛媛、大分、宮崎 

和歌山、大阪、兵庫、 

岡山、広島、山口、徳島、香
川、愛媛、福岡、大分 

山口、福岡、佐賀、長崎、
熊本、鹿児島 

福井、京都、兵庫、
鳥取、島根 

北海道、青森、 
秋田、山形、新潟、 
富山、石川 

22 ※６ブロックは広域漁業調整委員会の区分を基本（但し、石川県は日本海北部） 



 
   

○ 管理の開始は平成27年（2015年）１月１日より実施。まき網は暦年 
 で、その他の沿岸漁業等は、毎年７月１日から翌年６月30日（日本海 
 北部は毎年４月１日から翌年３月31日）までの一年単位で管理。 

23 

○ なお、来年に限っては27年１月１日から28年６月30日（日本海北部 
 は28年３月31日）までを一体的に管理。 
 
○ この場合の漁獲上限は、27年１月１日から６月30日（日本海北部は 
 ３月31日）までの漁獲上限（当該期間の月割り相当の漁獲上限）と27 
 年７月１日から28年６月30日（日本海北部は27年４月１日から28年３ 
 月31日）までの漁獲上限の和。 

４－２．管理年の考え方について 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

◎WCPFCの管理年
1/1～12/31

○まき網
1/1～12/31

○流し網・竿釣り
・7/1～6/30
・106トン

○日本海北部
・4/1～3/31
・410トン

○日本海西部
・7/1～6/30
・105トン

○太平洋北部
・7/1～6/30
・285トン

○太平洋南部
・7/1～6/30
・245トン

○瀬戸内海
・7/1～6/30
・50トン

○九州西部
・7/1～6/30
・785トン

・資源評価（参考）

H27年（2015年） H28年（2016年） H29年（2017年）

4,007トン

2,000トン

159トン

452トン

173トン

430トン

369トン

86トン

1,092トン

※平成27年を上記とした場合の６ブロックに係る水産庁留保分は24トン 



太平洋北部 

日本海西部 日本海北部 

太平洋南部 

九州西部 

瀬戸内海 

区分 警報 

漁獲上限の７割  注意報 

   〃   ８割   警報 

   〃   ９割  特別警報 

☆ブロックごとに・・・ 

上限に達する前
（９割５分） 

操業自粛要請（タイ
ムラグを考慮） 

操業× 

４－３．「警報」や「操業自粛要請」について 

25 

 
   

○ ブロックごとに漁獲が上限の７割に達した段階で「注意報」、８割で「警報」、 
 ９割で「特別警報」、漁獲上限に達する前の９割５分で「操業自粛要請」を都 
 道府県を通じて漁業者に発出。併せて、この旨を水産庁ホームページに掲 
 載しプレスリリースし、漁業者のみならず流通加工業者、消費者などに広く情 
 報発信。 


